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Ⅱ 平常時の相互応援の準備  

１ ． 水 道 事 業 体 に お け る 準 備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各 水 道 事 業 体 は 、 発 災 後 の 応 援 又 は 応 援 受 け 入 れ を 想 定 し て 、 迅

速 か つ 円 滑 な 応 急 対 策 活 動 を 実 施 で き る よ う 、平 常 時 よ り 応 急 体 制 、

応 急 活 動 マ ニ ュ ア ル 等 に つ い て 検 討 し 、 整 備 し て お く 必 要 が あ る 。

さ ら に 、 実 情 に 即 す た め 平 常 時 の 各 種 訓 練 等 を 踏 ま え て 、 少 な く と

も 年 一 回 は 見 直 す 必 要 が あ る 。  

 ま た 、 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 に 必 要 な 水 量 を 確 保 す る た め 、 配 水 池

の 耐 震 化 、 緊 急 遮 断 弁 の 設 置 等 を 計 画 的 に 進 め る と と も に 、 配 水 池

等 の 運 用 に 当 た っ て は 、 可 能 な 限 り 高 水 位 を 保 つ な ど 、 災 害 時 に 備

え る こ と も 大 切 で あ る 。  

併 せ て 、 防 災 担 当 部 局 と 協 力 し 、 井 戸 水 や 地 下 水 湧 出 水 な ど 水 道

以 外 の 飲 料 水 の 確 保 、 行 政 防 災 無 線 な ど 情 報 収 集 手 段 の 確 保 に つ い

て も 、 調 整 し て お く 必 要 が あ る 。  

加 え て 、 地 震 等 緊 急 時 に お け る 混 乱 を 防 止 す る た め に は 、 日 頃 よ

り 応 急 給 水 拠 点 の 位 置 等 に つ い て 、 住 民 に 対 し 広 報 を 行 っ て 周 知 し

て お く 必 要 が あ る 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 資 機 材 の 準 備  

２ ） 配 管 図 面 等 図 書 類 の 整 備 保 管  

３ ） 情 報 連 絡 の 確 保  

４ ） 道 路 ・ 交 通 等 管 理 者 等 の 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

５ ） 災 害 査 定 用 資 料 マ ニ ュ ア ル  

６ ） 平 常 時 の 広 報  

７ ） 応 急 活 動 マ ニ ュ ア ル の 整 備  

８ ） 応 援 隊 の 受 け 入 れ 体 制  
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１ ） 資 機 材 の 準 備  

（ １ ） 水 道 事 業 体 が 準 備 し て お く べ き 資 機 材 、 工 具  

水 道 事 業 体 は 、 被 災 し た 際 に 迅 速 か つ 円 滑 な 応 急 給 水 活 動 及 び

応 急 復 旧 活 動 が 実 施 で き る よ う 、 以 下 の 資 機 材 を 平 常 時 よ り 準 備

し て お く 必 要 が あ る 。  

な お 、 資 機 材 に よ っ て は 、 緊 急 時 以 外 に は 使 用 さ れ な い も の も

あ る こ と か ら 、 劣 化 等 に よ り 緊 急 時 に 使 用 で き な く な る こ と の な

い よ う 、 定 期 的 に 更 新 や 維 持 管 理 を し て 、 緊 急 時 に 備 え て お か な

け れ ば な ら な い 。  

ⅰ ． 応 急 給 水 関 係  

水 道 事 業 体 は 、緊 急 時 に お け る 応 急 給 水 資 機 材 と し て 、表 Ⅱ － １

の 「 応 急 給 水 資 機 材 一 覧 」 を 参 考 に 準 備 す る 。  

 

表Ⅱ－１ 応急給水資機材一覧 

分 類 資機材名称 備 考 

 
車 両 

 

・給水車 
・トラック  
・広報車 

加圧式が望ましいが、上水
道用可搬式電動ポンプ等の
搭載も有効 

  
保安設備 

 

・照明機器  
・カラーコーン  
・コーンバー  

 
 
 

 
 

給水機材 
 
 

・エンジンポンプ  
・水中ポンプ  
・布ホース  
・燃料タンク  
・仮設給水栓セット  

 
エンジン式が望ましい 
 
 
 

 
給水容器 

 

・簡易給水槽・仮設水槽 
・給水タンク  
・ポリタンク等  
・ポリ袋 
・連続式ウォーターパック製造器 

 
トラック架設用 
10 ㍑以下が望ましい 
6 ㍑以下が望ましい 

 
その他 

 

・携帯用残留塩素計  
・拡声器 
・携帯電話  
・携帯ラジオ  
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ⅱ ． 応 急 復 旧 関 係  

水 道 事 業 体 は 、緊 急 時 に お け る 応 急 復 旧 資 機 材 と し て 、表 Ⅱ － ２

の 「 応 急 復 旧 資 機 材 一 覧 」 を 参 考 に 準 備 す る （ P.32 参 照 ） 。  

な お 、バ ル ブ・止 水 栓 の 開 栓 器 に つ い て は 、水 道 事 業 体 ご と に 形

状・寸 法 に 違 い が 見 ら れ る の で 、応 援 水 道 事 業 体 へ の 貸 し 出 し を 想

定 し 予 備 を 準 備 し て お く 必 要 が あ る 。

表Ⅱ－２ 応急復旧資機材一覧  
分 類  資  機  材  名  称   分 類  資  機  材  名  称  
車両等  運搬車（クレーン付）  

作業車  
緊急車  
ライトバン  

掘削埋戻  
し工具  

黒板（撮影表示板）  
小型掘削機  
スコップ  
ハンドブレーカー  
転圧機  
投光機  
つるはし  
コンプレッサー  
土留め材料  
土のう袋  
コンクリートカッター  

保安設備  
 
 
 
 
 

工事看板  
バリケード  
カラーコーン  
コーンバー  
ハロゲンランプ  
簡易回転灯  
交通誘導灯  

配水調整  
用資材  

 
 

バルブ、止水栓用開栓器  
蓋カギ（バルブキー）  
スタンドパイプ  
水質検査器  
携帯用残留塩素計  

排水工具  水中ポンプ  
発電機  
布ホース  

漏水調査  
器具  

相関式漏水発見装置  
電子式漏水発見器  
埋設管探知器  
音聴棒  
距離計  
水圧ゲージ  

修理材料  
 

給・配水資材  
属具  
埋め戻し土（真砂土等）  
仮復旧合材  
断水コマ  

その他  携帯電話  
携帯無線  
携帯ラジオ  
トランシーバー  
懐中電灯  
カメラ（電池、フィルム）  
ハンドマイク  
ロープ  
ハンマー  
工具類（一式）  
酸欠防止用具  

接合工具  ビニル管接合工具一式  
ポリエチレン管接合工具一
式  
鉛管接合工具一式  
継手接合器材  
（トルク レンチ 、スパ ナ、金 尺他） 

切管工具  リードカッター  
エンジンカッター  
ローリングカッター  
電気ドリル  
穿孔機  
コードリール   
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（ ２ ） 資 機 材 の 備 蓄 状 況 把 握  

一 般 に 、 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 （ 直 管 ） を 除 く 管 材 料 及 び 資 機 材 は 、

水 道 事 業 体 に よ り 異 な る こ と が あ る の で 、他 の 水 道 事 業 体 か ら 調 達

す る こ と が 難 し い 場 合 が あ る 。し た が っ て 、各 水 道 事 業 体 自 身 又 は

材 料 調 達 業 者 に お い て 、 平 常 時 よ り 保 管 に 努 め る 必 要 が あ る 。  

ま た 、地 方 支 部・都 府 県 支 部 単 位 で 材 料 等 資 機 材 の 在 庫 リ ス ト を

「 資 機 材 の 備 蓄 及 び 整 備 状 況 調 査 表 」と し て 作 成 し 、近 隣 の 水 道 事

業 体 間 で 情 報 交 換 を 行 っ て 平 常 時 よ り 備 蓄 状 況 の 把 握 に 努 め る と

と も に 、緊 急 時 に は 迅 速 に 公 開 で き る よ う 、で き る だ け デ ー タ ベ ー

ス 化 し て ア ク セ ス で き る 体 制 と し て お く こ と が 望 ま し い（ P.101 資

料 － ５ 参 照 ） 。  

 

（ ３ ） 迅 速 な 資 機 材 の 調 達  

受 注 生 産 等 に よ り 、入 手 困 難 な 大 口 径 管 材 料 等 に つ い て は 、近 隣

水 道 事 業 体 の 備 蓄 状 況 の 把 握 に 加 え 、水 団 連 、ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 、

日 本 水 道 鋼 管 協 会 等 を 通 じ て 、そ の 保 有 情 報 を 収 集 す る な ど 、被 災

時 に お い て 迅 速 な 資 機 材 の 調 達 が 行 え る よ う 、平 常 時 か ら 調 査 及 び

連 絡 体 制 の 確 認 を 行 う 必 要 が あ る 。  

 

２ ） 配 管 図 面 等 図 書 類 の 整 備 保 管  

各 水 道 事 業 体 は 、 応 援 水 道 事 業 体 が 円 滑 に 応 急 対 策 活 動 が で き る よ

う 、 以 下 に 示 す 図 面 等 を 日 頃 か ら 整 備 保 管 す る 必 要 が あ る 。  

（ １ ） 図 面 等 の 種 類  

ⅰ ． 基 幹 施 設 の 概 略 図  

応 急 対 策 活 動 の 迅 速 化 を 図 る た め 、応 援 水 道 事 業 体 が 被 災 水 道 事

業 体 の 水 道 シ ス テ ム の 概 要 を 容 易 に 理 解 で き る も の 。  

取 水 場 、 浄 水 場 、 配 水 場 、 ポ ン プ 場 等 基 幹 施 設 の 位 置 ・ 能 力 や 、

導 水 管 、 送 水 管 、 配 水 本 管 な ど 基 幹 管 路 が 記 載 さ れ た も の 。  

ⅱ ． 管 路 全 体 図  

応 援 水 道 事 業 体 、マ ス コ ミ 等 に 対 す る 説 明 用 と し て 、給 水 区 域 全
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体 が 把 握 で き る 10,000 分 の １ 程 度 の 図 面 。 な お 、 応 急 給 水 拠 点 ・

救 急 医 療 機 関 ・ 学 校 ・ 官 公 署 等 に つ い て も 明 示 す る 。  

ⅲ ． 配 水 管 図  

口 径・管 種 等 が 記 載 さ れ た 2,500 分 の １ 程 度 の 配 水 管 図 。（ バ ル

ブ 、消 火 栓 番 号 が 記 入 さ れ 、バ ル ブ 台 帳 等 に よ り バ ル ブ の 開 閉 状 況

も わ か る も の が 必 要 で あ る 。 ）  

ⅳ ． 給 水 管 図  

口 径 ・ 管 種 等 が 記 載 さ れ た 500 分 の １ 程 度 の 給 水 管 図 。 （ 住 宅 、

メ ー タ ー 、 栓 ま で 記 載 さ れ た も の が 必 要 で あ る 。 ）  

ⅴ ． 避 難 所 等 重 要 施 設 を 記 載 し た 地 図  

避 難 所 、学 校 、官 公 署 、救 急 医 療 機 関 、啓 開 道 路・緊 急 車 優 先 道

路 な ど に つ い て 明 示 さ れ て い る 防 災 マ ッ プ 等 。  

ま た 、透 析 医 療 機 関 な ど 、特 に 応 急 給 水 が 優 先 さ れ る 施 設 に つ い

て も 明 示 し て お く こ と 。さ ら に 水 道 以 外 の 水 源 を 応 急 給 水 用 と し て

利 用 で き る 場 合 や 、応 急 給 水 拠 点 を 定 め て い る 場 合 に は 、こ れ ら の

地 点 を 併 せ て 図 面 に 明 示 し て お く こ と 。  

ⅵ ． 資 材 、 残 土 置 場 等 の 地 図  

あ ら か じ め 設 定 さ れ た 資 材 、残 土 等 の 置 場 及 び そ の 面 積 が 明 記 さ

れ た も の と す る 。  

ⅶ ． 図 面 の 補 完  

応 援 水 道 事 業 体 に よ る 応 急 復 旧 活 動 を 迅 速 に 行 う た め 、管 路 の 属

具（ バ ル ブ 、消 火 栓 な ど ）、鉄 蓋 等 に は 、管 口 径 、締 切 り バ ル ブ 、

流 向 な ど を 明 記 し 、 現 地 で の 確 認 が 容 易 に で き る よ う 努 め る 。  

特 に 、明 確 な 配 水 管 図 や 給 水 管 図 等 が 整 備 さ れ て い な い 水 道 事 業

体 に お い て は 、 応 援 水 道 事 業 体 を 受 け 入 れ る う え で 有 効 で あ る 。  

ⅷ ． 給 水 材 料 や 弁 栓 類 の 仕 様 等 の 一 覧 表  

給 水 管 の 材 質 、 弁 栓 類 の 操 作 方 法 等 が 明 記 さ れ た も の 。  

 

（ ２ ） 図 面 等 の 保 管  

図 面 等 の 保 管 に 当 た っ て は 、広 域 災 害 や 大 規 模 災 害 を 想 定 し 分 散
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管 理 す る こ と が 必 要 で あ る 。 保 管 場 所 は 水 道 事 業 体 の 規 模 に よ り 、

以 下 の 保 管 方 法 を と る こ と が 有 効 で あ る 。  

ⅰ ． 小 規 模 水 道 事 業 体 （ 事 業 所 数 １ ～ ２ ）  

作 業 車 、 事 業 所 な ど に 分 散 し て 保 管 す る 。  

ⅱ ． 大 規 模 水 道 事 業 体 （ 事 業 所 数 ３ 以 上 ）  

事 業 所 ご と に 分 散 し て 保 管 す る 。  

な お 、応 援 水 道 事 業 体 の 受 け 入 れ を 想 定 し 、紙 ベ ー ス で 複 数 部 を

保 管 し て お く こ と が 重 要 で あ り 、マ ッ ピ ン グ シ ス テ ム が 導 入 さ れ て

い る 水 道 事 業 体 に あ っ て も 、必 ず 紙 ベ ー ス で の 保 管 を す る と と も に 、

バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ も 分 散 管 理 す る こ と が 必 要 で あ る 。  

こ れ ら 図 面 等 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、（ 少 な く と も 年 １ 回

の 頻 度 で ） 修 正 又 は 更 新 を 行 う 。  

 

３ ） 情 報 連 絡 の 確 保  

（ １ ） 通 信 手 段 の 確 保  

発 災 直 後 は 、Ｎ Ｔ Ｔ 等 の 通 信 回 線 の 断 線 、利 用 制 限 、利 用 の 集 中

等 に よ り 、 情 報 連 絡 手 段 が 遮 断 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 し た が っ て

被 災 地 の 水 道 給 水 対 策 本 部 と な る こ と が 想 定 さ れ る 会 議 室 等 に は 、

複 数 の 通 信 手 段 が 確 保 で き る よ う に 整 備 す る 必 要 が あ る 。  

加 え て 、通 信 の 確 保 の た め に は 、災 害 時 の 被 害 が 少 な く 、広 い 地

域 で 複 数 の 局 間 で の 通 話 が 可 能 で あ り 、 機 動 性 の 高 い 移 動 無 線 基

地 を 備 え た Ｍ Ｃ Ａ 無 線 通 信 、 衛 星 通 信 シ ス テ ム 、 災 害 時 優 先 電 話

シ ス テ ム 等 を 活 用 す る な ど 、 情 報 連 絡 手 段 を 確 保 し て お く 必 要 が

あ る 。  

ま た 、都 道 府 県 庁 や 近 隣 都 市 と の 情 報 連 絡 に つ い て は 、防 災 行 政

無 線 を 活 用 し 、 で き る 限 り 情 報 の 共 有 を 図 る 必 要 が あ る 。  

な お 、日 本 水 道 協 会 本 部 と 各 地 方 支 部 は 、緊 急 時 に お け る 回 線 確

保 の た め に 、 可 搬 式 衛 星 電 話 の 配 備 に よ る 情 報 連 絡 網 を 構 築 し て

い る が 、 こ の 連 絡 網 を 活 用 す る た め に は 都 府 県 支 部 等 や 個 々 の 水

道 事 業 体 に お け る 衛 星 携 帯 電 話 の 配 備 が 有 効 で あ る 。  
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（ ２ ） 通 信 機 器 操 作 マ ニ ュ ア ル  

発 災 直 後 の 情 報 連 絡 手 段 の 確 保 の た め 、複 数 の 通 信 手 段 の 確 保 に

努 め る と と も に 、 こ れ ら の 通 信 機 器 を 有 効 に 活 用 す る た め 、 応 援

水 道 事 業 体 が 確 実 に 操 作 で き る よ う 各 種 機 器 の 操 作 マ ニ ュ ア ル を

策 定 し 、 職 員 に 周 知 し て お く 必 要 が あ る 。  

特 に 、現 場 間 等 に お い て 無 線（ 業 務 用 無 線・防 災 行 政 無 線 ）に 頼

ら ざ る を 得 な い 状 況 が 想 定 さ れ る の で 、 商 用 電 力 以 外 の 自 家 発 電

設 備 の 設 置 や 蓄 電 池 等 の 電 源 を 確 保 す る と と も に 、 緊 急 時 に 円 滑

に 活 用 で き る よ う 下 記 の 図 書 を 整 備 す る 。  

・ 防 災 行 政 無 線 局 配 置 図  

・ 業 務 用 無 線 局 配 置 図  

・ 無 線 系 統 図  

・ 無 線 搭 載 車 両 一 覧 表  

・ 無 線 装 置 接 続 図  

・ 無 線 機 動 作 確 認 図  

・ 無 線 機 用 電 源 装 置 の 操 作 図  

・ 無 線 機 用 発 電 機 の 始 動 順 序 図  

・ 無 線 交 信 記 録 表  

・ 無 線 通 信 統 制 方 法  

・ 災 害 時 優 先 固 定 電 話 配 置 図  

・ 災 害 時 優 先 携 帯 電 話 登 録 簿 と 非 常 用 充 電 器 の 保 有 台 数  

 

４ ） 道 路 ･交 通 等 管 理 者 等 の 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整  

災 害 時 の 活 動 に お い て は 、地 元 の 各 種 機 関 と の 連 携 や 情 報 交 換 が 欠

か せ な い こ と か ら 、各 水 道 事 業 体 で は 、平 常 時 よ り 警 察 、消 防 等 の 機

関 と の 連 携 を 密 に し て お く こ と が 必 要 で あ る 。  

ま た 、被 災 地 で 応 援 活 動 を 行 う 場 合 は 、道 路・交 通 等 管 理 者 等 と

の 連 絡 調 整 及 び 許 可 事 務 手 続 き が 必 要 と な る こ と か ら 、各 水 道 事 業

体 は 次 の 事 項 に つ い て 、平 常 時 よ り 各 管 理 者 及 び 関 係 機 関 と 協 議 し
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調 整 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

・ 消 火 栓 等 を 利 用 し た 仮 設 給 水 栓 の 設 置 に 伴 う 調 整 及 び 許 可  

・ 応 急 復 旧 工 事 に 伴 う 道 路 使 用 許 可 及 び 占 用 （ 変 更 ） 許 可  

（ 水 管 橋 工 事 に つ い て は 、 河 川 管 理 者 と の 調 整 及 び 許 可 ）  

・ 他 災 害 復 旧 工 事 と の 工 事 調 整  

・ 復 旧 工 事 に 関 わ る 管 理 者 等 の 確 認 （ 立 会 い ）  

 

５ ） 災 害 査 定 用 資 料 マ ニ ュ ア ル  

（ １ ） 災 害 復 旧 事 業 の 手 順  

各 水 道 事 業 体 は 、被 災 し た 水 道 施 設 の 復 旧 に 際 し て 、国 庫 補 助 金

の 交 付 を 受 け る 場 合 、 図 Ⅱ － １ （ P.38 参 照 ） に 示 す 災 害 復 旧 事 業

の 手 順 に 従 っ て 補 助 金 の 交 付 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、災 害 査 定 を 円 滑 に 遂 行 す る た め 、被 災 水 道 事 業 体 及 び 応 援

水 道 事 業 体 が そ れ ぞ れ 行 う 事 項（ 必 要 な 資 料 の 作 成 等 ）に つ い て 明

示 し た マ ニ ュ ア ル を 準 備 す る 。  
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出典：平成24年度改訂版
　　　水道事業実務必携
　　 （全国簡易水道協議会発行）

補助金交付申請

補助金交付決定

実績報告書の提出

補助額の確定

災害復旧工事の完了

補助限度額決定

災害復旧工事の着工

査定(調査額の決定)

災害復旧事業計画書の作成

復旧工事計画の事前打合せ

応急仮工事

災害の報告

復旧計画の検討

災害の発生

事実の確認

 

 図Ⅱ－ １  災 害 復 旧 事 業 の 手 順  

 

（ ２ ） 災 害 報 告 、 災 害 査 定 及 び 費 用 支 払 い に 必 要 な 資 料  

被 災 水 道 事 業 体 は 、当 該 水 道 事 業 体 及 び 応 援 水 道 事 業 体 で 作 成 し

た 、応 急 復 旧 作 業 に 係 る 災 害 査 定 用 資 料 を 収 集 し 、災 害 報 告 書 及 び

災 害 復 旧 設 計 書 等 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  

阪 神・淡 路 大 震 災 及 び 東 日 本 大 震 災 に 係 る 国 庫 補 助 金 に つ い て は

特 別 に 法 律 及 び 補 助 金 交 付 要 綱 が 、新 潟 県 中 越 地 震 に お い て も 特 別

に 補 助 金 交 付 要 綱 が 策 定 さ れ た 。た だ し 、一 般 的 な 災 害 査 定 に 基 づ

く 国 庫 補 助 金 交 付 申 請 等 に つ い て は 、「 上 水 道 施 設 災 害 復 旧 費 及 び

簡 易 水 道 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金 交 付 要 綱 」に 準 じ 行 わ な け れ ば な ら

な い 。ま た 、補 助 申 請 書 類 及 び 事 業 実 績 報 告 書 に つ い て は 、「 水 道

施 設 災 害 復 旧 費 国 庫 補 助 金 交 付 申 請 書 作 成 要 領 」及 び「 水 道 施 設 災

害 復 旧 費 国 庫 補 助 事 業 実 績 報 告 書 作 成 要 領 」に 基 づ き 作 成 し 、都 道
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府 県 知 事 を 経 由 し 、 厚 生 労 働 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

こ れ ら の 要 綱 及 び 要 領 に つ い て は 、「 水 道 事 業 実 務 必 携 」（ 全 国

簡 易 水 道 協 議 会 発 行 ）に 記 載 さ れ て お り 、様 式 等 に つ い て も 準 拠 す

る こ と が 必 要 で あ る 。  

な お 、 災 害 査 定 用 資 料 に は 、 下 記 の も の が あ る 。  

・ 被 害 状 況 ・ 修 理 報 告 書  

・ 工 事 写 真 （ フ ィ ル ム 又 は デ ー タ を 含 む ）  

・ 修 理 伝 票  

 

《 参 考 》  

ⅰ ． 写 真 撮 影 に 当 た っ て の 留 意 事 項  

［ 基 本 的 事 項 ］  

・ 被 害 内 容 （ 漏 水 、 破 損 状 況 等 ） が 確 認 で き る こ と  

・ 修 理 内 容 が 確 認 で き る こ と  

［ 留 意 事 項 ］  

・ 修 理 伝 票 と の 照 合 が 可 能 な よ う に 一 連 番 号 を 付 け る  

・ 周 辺 風 景 を 入 れ 、 修 理 場 所 が 確 認 で き る よ う に す る  

・工 法（ 機 械 人 力 別 、使 用 機 材 な ど ）が 確 認 で き る よ う に す る  

・ 数 量 （ 幅 ・ 長 さ ・ 深 さ ・ 厚 さ ・ 延 長 ・ 口 径 な ど ）が 確 認 で き

る よ う 、 メ ジ ャ ー を あ て て 撮 影 す る  

・ 工 事 名 、工 種 、 位 置 、撮 影 年 月 日 、略 図 、施 工 者 等 を 記 入 し

た 黒 板 等 を 使 用 し 、 文 字 が 見 え る よ う に 撮 影 す る  

・水 管 橋 等 、被 害 延 長 が 長 い も の に つ い て は 、全 景 が わ か る も

の の 他 、 適 宜 部 分 的 な 被 害 状 況 が 確 認 で き る も の と す る  

・ 写 真 の 大 き さ は キ ャ ビ ネ 判 半 切 以 上 と す る  

ⅱ ． 写 真 撮 影 に 必 要 な 機 材  

・ カ メ ラ 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 フ ィ ル ム 、 電 池  

・ 黒 板 、 チ ョ ー ク  

・ テ ー プ 、 ポ ー ル  
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６ ） 平 常 時 の 広 報  

地 震 等 緊 急 時 に お け る 混 乱 を 防 止 す る た め 、 特 に 応 急 給 水 に つ い

て は 、 平 常 時 か ら あ ら ゆ る 機 会 を と ら え 、 広 報 紙 や 各 種 パ ン フ レ ッ

ト 等 に よ り 給 水 拠 点 の 位 置 や 、給 水 さ れ た 水 の 水 質 を 保 持 す る 方 法 、

災 害 時 の 広 報 の 方 法 等 に つ い て 住 民 に 周 知 す る 。  

ま た 、 水 の 備 蓄 、 容 器 の 準 備 な ど 、 平 常 時 か ら 住 民 が 自 ら 行 え る

災 害 対 策 を 呼 び か け て い く こ と に よ り 、 災 害 発 生 後 の 広 報 が 有 効 に

機 能 す る 。  

（ １ ） 広 報 活 動  

ⅰ ． 広 報 内 容  

平 常 時 か ら 住 民 に 対 し 行 う べ き 広 報 は 以 下 の よ う な 内 容 が 考 え

ら れ る 。  

  ・ 平 常 時 に お け る 家 庭 で の 飲 料 水 の 備 蓄 （ １ 人 １ 日 当 た り ３ L）  

  ・ 災 害 時 に お け る 応 急 給 水 拠 点 の 位 置  

  ・ 災 害 時 に お け る 応 急 給 水 方 法 及 び 実 施 方 法  

  ・ 応 急 給 水 の 受 水 に 必 要 な 容 器 の 準 備  

  ・ 応 急 給 水 拠 点 に お け る 注 意 事 項  

  ・ 避 難 時 の 止 水 栓 又 は 蛇 口 の 閉 栓 確 認  

  ・ 水 道 事 業 体 の 震 災 対 策 へ の 取 り 組 み  

ⅱ ． 広 報 媒 体  

各 媒 体 の 特 性 等 を 踏 ま え 、 効 果 的 な 広 報 手 段 に よ り 展 開 す る 。  

ア ） 広 報 紙 等  

確 実 に 住 民 に 届 き 、保 存 が 可 能 で あ る た め 、必 要 な と き に 確 認

が で き る 。  

   ・ 自 治 体 及 び 水 道 事 業 体 独 自 の 広 報 紙 の 利 用  

   ・ 印 刷 物 の 作 成 、 配 布 （ 例 ： 冊 子 、 ポ ス タ ー 、 ビ ラ 等 ）  

  ・ 検 針 票 の 情 報 掲 載 欄 、 裏 面  

イ ） ホ ー ム ペ ー ジ （ イ ン タ ー ネ ッ ト ）  

  内 容 の 変 更 等 、 常 に 最 新 の 情 報 を 提 供 す る こ と が で き る 。  

  ・ ホ ー ム ペ ー ジ （ イ ン タ ー ネ ッ ト ） の 開 設 及 び 災 害 関 係 情 報 の  
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掲 載  

ウ ） マ ス メ デ ィ ア の 利 用  

（ テ レ ビ ・ ラ ジ オ 番 組 の 提 供 ・ 出 演 、 新 聞 等 へ の 掲 載 ）  

  視 聴 者 ・ 読 者 の 関 心 が 高 く 広 域 的 な 伝 達 が で き る 。  

  ・ テ レ ビ 、 ラ ジ オ 局 へ の 放 映 、 放 送 依 頼  

  ・ 地 域 新 聞 、 雑 誌 へ の 記 事 掲 載  

  ・ 記 者 ク ラ ブ へ の 情 報 提 供  

エ ） 行 事 等 で の 広 報  

直 接 住 民 に 災 害 へ の 備 え を 訴 え る こ と や 、質 問・疑 問 を 聞 く こ

と が で き る 。  

  ・ 「 水 道 週 間 」 、 「 水 の 日 」 等 公 的 な 行 事  

  ・ 防 災 訓 練 へ の 参 加  

  ・ 災 害 対 策 用 ビ デ オ の 作 成 、 上 映 、 貸 出  

   ・ 自 治 会 組 織 の 活 用  

 

７ ） 応 急 活 動 マ ニ ュ ア ル の 整 備  

発 災 後 は 迅 速 な 応 援 活 動 が 求 め ら れ る が 、 被 災 水 道 事 業 体 は 、 被

害 状 況 の 把 握 、 問 い 合 わ せ の 対 応 等 に 追 わ れ 、 応 援 水 道 事 業 体 に 対

し て 適 切 な 指 示 等 を 行 え る 状 況 下 に な い こ と が 予 想 さ れ る 。  

一 方 、 応 援 水 道 事 業 体 は 、 被 災 水 道 事 業 体 の 水 道 施 設 や 地 理 に 不

案 内 で あ る こ と や 、 使 用 材 料 や 工 事 施 工 方 法 の 相 違 等 に よ り 、 迅 速

で 的 確 な 対 応 が 困 難 と 考 え ら れ る 。  

こ の た め 、 各 水 道 事 業 体 は 、 応 援 活 動 を 行 う 場 合 や 応 援 水 道 事 業

体 を 受 け 入 れ た 場 合 に 速 や か に 応 援 活 動 に 入 れ る よ う 、 作 業 基 準 等

応 援 活 動 マ ニ ュ ア ル を 作 成 、 整 備 し て お く 必 要 が あ る 。  

な お 、 各 水 道 事 業 体 の 作 業 基 準 等 応 援 活 動 マ ニ ュ ア ル は 、 日 本 水

道 協 会 又 は 地 方 支 部 若 し く は 都 府 県 支 部 等 が 一 元 的 に 管 理 し 、 発 災

時 に 各 応 援 水 道 事 業 体 に 提 供 す る シ ス テ ム を 構 築 す る こ と が 望 ま し

い 。  
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（ １ ） 応 急 給 水 マ ニ ュ ア ル  

各 水 道 事 業 体 は 、 応 援 水 道 事 業 体 を 受 け 入 れ た 場 合 を 想 定 し 、 応

援 水 道 事 業 体 が 迅 速 か つ 適 切 に 応 急 給 水 活 動 を 行 え る よ う 、 応 急 給

水 マ ニ ュ ア ル を あ ら か じ め 整 備 し て お く 必 要 が あ る 。  

 

ⅰ ． 応 急 給 水 の 方 法  

ア ） 応 急 給 水 体 制 の 確 立  

応 急 給 水 を 効 率 的 に 行 う た め に は 、給 水 基 地 担 当 、運 搬 給 水 担

当 及 び 仮 設 給 水 栓 設 置 担 当 等 の 作 業 内 容 を 明 確 に し た 体 制 を 確

立 す る 必 要 が あ る 。  

ａ ） 給 水 基 地 担 当  

・浄 水 場 、配 水 池 等 運 搬 給 水 の 基 地 と な る 水 道 施 設 に 常 駐 し

て 、24 時 間 体 制 で 給 水 車 等 へ の 注 水 作 業 を 行 う こ と を 想 定

す る 。給 水 基 地 は 、応 急 給 水 体 制 の 根 幹 を な す た め 、 原 則

と し て 、 被 災 水 道 事 業 体 の 職 員 を 配 置 す る 必 要 が あ る 。  

・発 災 後 速 や か に 注 水 作 業 が 行 え る よ う 、職 員 の 配 置 先 を 決

め て お く と と も に 、定 期 的 に 給 水 用 具 等 の 点 検 や 作 業 訓 練

を 行 う 必 要 が あ る 。  

ｂ ） 運 搬 給 水 担 当  

・給 水 基 地 か ら 応 急 給 水 拠 点 ま で 給 水 車 等 で 運 搬 給 水 を 実 施

す る に 当 た っ て の 指 示 を 行 う 。  

① 応 急 給 水 拠 点 で の 給 水  

・ 応 急 給 水 拠 点 で は 、 給 水 基 地 で 注 水 し た 給 水 車 等 か ら 直

接 住 民 に 給 水 を 行 う が 、 混 乱 を 避 け る た め 、 で き る 限 り

拠 点 の 変 更 は 行 わ な い も の と す る 。  

・  耐 震 性 貯 水 槽 が 設 置 さ れ て い る 地 域 に お い て は 、こ れ を

応 急 給 水 拠 点 と す る 。  
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② 仮 設 水 槽 へ の 給 水  

・ 多 く の 住 民 が 集 ま る 広 域 避 難 場 所 、 小 中 学 校 等 の 応 急 給

水 拠 点 に 設 置 し た 仮 設 水 槽 に 給 水 を 行 う も の で 、 給 水 車

の 運 搬 回 数 を 高 め 、 給 水 効 率 を 上 げ る こ と が で き る 。  

・ 仮 設 水 槽 は 、 給 水 拠 点 数

等 を 考 慮 し 用 意 す る 。 仮

設 水 槽 に は 、 取 り 扱 い の

容 易 な キ ャ ン バ ス 地 の も

の や ポ リ エ チ レ ン 袋 付 き

強 化 ダ ン ボ ー ル 製 な ど も

あ る 。  

③ 簡 易 容 器 に よ る 給 水  

・ ト ラ ッ ク 等 に よ り 簡 易 容 器 で 給 水 す る も の で あ る が 、 上

記 ① 、 ② を 補 完 す る た め に 行 う こ と と す る 。  

・ 簡 易 容 器 は 、 作 業 性 や 住 民 の 運 搬 労 力 を 考 慮 し 、 原 則 と

し て 容 量 が 10L 以 下 で 、回 収 を 要 し な い も の を 使 用 す る 。 

 

 

 

 

 

 

    

簡易給水槽・仮設水槽 

加 圧 ポ ン プ 付 給 水 車  給 水 車 （ 車 載 式 ）  

ポリ袋（6L） ポリタンク（10L） 
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④ 救 急 病 院 等 重 要 施 設 へ の 給 水  

救 急 病 院 等 重 要 施 設 に は 、

最 優 先 で 応 急 給 水 を 行 う 必 要

が あ る 。 そ の た め 、 施 設 の 給

水 方 式（ 受 水 槽 や 直 結 給 水 等 ）、

施 設 の 構 造 、 地 下 水 の 有 無 等

を 事 前 に 把 握 し 、 速 や か に 加

圧 ポ ン プ 付 給 水 車 の 配 備 を 含

め た 応 急 給 水 方 法 を 決 定 す る

必 要 が あ る 。  

ｃ ） 仮 設 給 水 栓 設 置 担 当  

・運 搬 給 水 か ら 仮 設 給 水 栓 に よ る 給 水 に 移 行 で き る よ う 、配

水 管 復 旧 の 進 捗 に 合 わ せ 、消 火 栓 に 仮 設 給 水 栓 を 設 置 す る 。 

 

イ ） 資 機 材 の 確 保  

応 急 給 水 に 必 要 な 資 機 材 は 、「 応 急 給 水 資 機 材 一 覧 」に よ る

（ P.31 表 Ⅱ － １ 参 照 ） 。  

 

ウ ） 応 急 給 水 の 方 式  

応 急 給 水 に は 大 別 し て 拠 点 給 水 方 式 と 巡 回 給 水 方 式 が あ り 、

そ れ ぞ れ 表 Ⅱ － ３ の 場 合 に 適 し て い る 。  

表Ⅱ－ ３  応 急 給 水 の 方 式  

※ 島 し ょ 部 に お い て は 、 給 水 船 に 給 水 す る 方 法 が あ る  

分  類  内  容  備  考  

拠 点  

給 水 方 式  

避 難 場 所 や 病 院 、 あ る い は 耐 震 性 貯 水 槽 な ど

の 応 急 給 水 拠 点 に お い て 給 水 す る 方 式 。 こ の

他 、 仮 設 水 槽 （ キ ャ ン バ ス 水 槽 等 ） を 設 置 し

た 場 所 も 給 水 拠 点 と な る 。  

配 水 池 等 の 拠 点 給 水

場 所 は 、 給 水 基 地 と

な る 場 合 も あ る 。  

巡 回  

給 水 方 式  

指 定 さ れ た 場 所 に 給 水 車 で 巡 回 し 、 給 水 車 か

ら 直 接 応 急 給 水 を 行 う 方 式 で あ り 、 状 況 に 応

じ て 場 所 を 移 動 し 、 住 民 へ き め 細 か く 給 水 す

る こ と が で き る 。  

 

仮設給水栓 
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ⅱ ． 応 急 給 水 の 水 源 と な る 水 道 施 設 等 の 位 置  

・給 水 基 地 と な る 水 道 施 設 等 に は 、浄 水 池 、配 水 池 、給 水 所 、耐

震 性 貯 水 槽 、給 水 船 な ど が あ る 。給 水 基 地 に は 、給 水 車 等 に 注

水 す る た め 発 動 発 電 機 、 ポ ン プ 設 備 等 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。

ま た 、消 火 栓 が 設 置 さ れ て お り 、災 害 時 で も 有 効 に 機 能 す る 場

合 に は 、 そ れ ら を 利 用 す る こ と も 考 え ら れ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

・被 災 の 状 況 や 地 理 的 条 件 に よ り 、給 水 の 基 地 と な る 水 道 施 設 を

複 数 設 定 す る 必 要 が あ る 。  

・給 水 基 地 と な る 水 道 施 設 の 被 害 状 況 に よ っ て は 、応 急 給 水 用 の

水 が 確 保 で き な い 場 合 が あ る の で 、隣 接 す る 水 道 事 業 体 の 水 道

施 設 を 給 水 基 地 と し て 利 用 す る こ と 等 に つ い て 、協 議 、協 定 な

ど 調 整 し て お く 必 要 が あ る 。  

・基 幹 施 設 の 概 略 図 や 管 路 全 体 図 な ど に 、水 道 施 設 の 位 置 、能 力

な ど を 明 示 す る こ と に よ り 、作 業 の 迅 速 化 を 図 る こ と が で き る 。 

 

ⅲ ． 応 急 給 水 場 所 の 位 置 等  

・応 急 給 水 拠 点 は 、広 域 避 難 場 所 、小 中 学 校 等 被 災 者 の 収 容 施 設

や 公 園 等 公 共 施 設 で 、車 両 の 通 行 に 支 障 が な く 、住 民 が 集 ま り

や す い 場 所 と す る 。  

・応 急 給 水 拠 点 の 位 置 及 び 運 搬 給 水 の 基 地 と な る 水 道 施 設 等 か ら

応 急 給 水 拠 点 ま で の 経 路 に つ い て は 、一 般 交 通 案 内 図 な ど に 明

示 す る 必 要 が あ る 。  

耐震性貯水槽と立上り配
管による注水状況 

注水設備 

ポンプ設備による注水状況 
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・丘 陵 地 な ど 高 低 差 が あ る 場 合 は 、住 民 が 持 ち 運 ぶ 負 担 も 考 慮 し

て 応 急 給 水 拠 点 と な る 場 所 を 事 前 に 町 内 会 等 と 協 議 し て 選 定

し て お く こ と が 必 要 で あ る 。  

 

ⅳ ． 給 水 車 、 資 機 材 等 の 保 有 リ ス ト  

・ 発 災 後 初 期 の 運 搬 給 水 は 、 被 害 状 況 に よ っ て 多 数 の 給 水 車 、 資

機 材 等 が 必 要 と な る こ と か ら 、 都 府 県 支 部 等 に お け る 給 水 車 、

資 機 材 等 の 保 有 リ ス ト 等 を 調 査 ・ 確 認 す る 必 要 が あ る 。  

・ 災 害 の 規 模 に よ っ て は 、 被 災 水 道 事 業 体 、 応 援 水 道 事 業 体 の 保

有 数 で は 対 応 が 困 難 と な り 、 自 衛 隊 、 警 察 、 国 土 交 通 省 、 電 力

会 社 、 民 間 企 業 等 の 協 力 が 必 要 と な る 場 合 が 考 え ら れ る た め 、

あ ら か じ め 関 係 機 関 へ の 応 援 要 請 等 に つ い て 検 討 し て お く 必 要

が あ る 。  

 

ⅴ ． 応 急 給 水 作 業 指 示 報 告 等 書 類 の 整 備  

・応 急 給 水 の 作 業 は 、被 災 水 道 事 業 体 の マ ニ ュ ア ル が 整 備 さ れ て

い る 場 合 で あ っ て も 、状 況 に 応 じ て 応 援 水 道 事 業 体 が 独 自 の 判

断 や 裁 量 に よ り 作 業 す る こ と も あ る た め 、応 急 給 水 活 動 へ の 着

手 か ら 完 了 ま で の 一 連 の 作 業 を 記 載 し た 作 業 指 示 書 及 び 報 告

書 類 を 整 備 す る 必 要 が あ る （ P.106 資 料 － ７ 、 P.110 資 料 － ８

参 照 ） 。  

 

ⅵ ． 応 急 給 水 班 と 幹 事 応 援 水 道 事 業 体 と の 連 絡 方 法  

・幹 事 応 援 水 道 事 業 体 が 、水 道 給 水 対 策 本 部 の 応 急 給 水 指 揮 担 当

の 指 示 を 受 け た 後 、各 応 援 水 道 事 業 体 の 応 急 給 水 班 へ 指 示 す る

等 、段 階 的 な 連 絡 方 法 と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 は こ

の 限 り で は な い 。  

・ 応 急 活 動 の 報 告 連 絡 は 、 上 記 の 指 示 連 絡 の 逆 の 流 れ と す る 。  
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（ ２ ） 応 急 復 旧 マ ニ ュ ア ル  

各 水 道 事 業 体 は 、 応 援 水 道 事 業 体 を 受 け 入 れ た 場 合 を 想 定 し 、 応

援 水 道 事 業 体 が 迅 速 か つ 適 切 に 応 急 復 旧 活 動 を 行 え る よ う に 「 応 急

復 旧 マ ニ ュ ア ル 」 を あ ら か じ め 整 備 し て お く 必 要 が あ る 。  

 

ⅰ ． 応 急 復 旧 の 方 法  

・ 基 幹 施 設 の 被 害 を 把 握 す る た め 、 「 水 道 施 設 被 害 状 況 等 調 査 票 」

を 整 備 し 、発 災 後 の 先 遣 調 査 隊 に よ る 調 査 、職 員 に よ る パ ト ロ ー

ル 及 び 住 民 か ら の 通 報 等 に 基 づ く 被 害 情 報 を 整 理 し 、応 急 復 旧 の

方 針 を 決 定 す る 必 要 が あ る （ P.114 資 料 － 10 参 照 ） 。  

・応 急 復 旧 の 方 法 に つ い て は 、既 設 管 の 修 理 と す る の か 、仮 設 配 管

と す る の か 、給 水 管 は 修 理 す る の か 、宅 地 内 に 仮 設 共 用 栓・給 水

栓 を 一 栓 設 け る の か 等 、被 災 の 状 況 に 応 じ た 取 り 扱 い を 定 め て お

く 。  

・各 水 道 事 業 体 は 、配 水 管 や 給 水 管 の 使 用 材 料 、配 管 方 法 、配 管 構

造 等 を 指 定 し て い る 場 合 は 、応 援 水 道 事 業 体 の 迅 速 か つ 的 確 な 応

急 復 旧 作 業 を 可 能 と す る よ う 、あ ら か じ め 標 準 と す る 復 旧 方 法 を

設 定 し て お く 。  

・特 殊 な 材 料 、工 法 等 を 採 用 し て い る 水 道 事 業 体 は 、そ の 内 容 を 説

明 し た 図 面 、映 像 等 の 資 料 を 作 成 し 、発 災 時 に は 応 援 水 道 事 業 体

に 情 報 提 供 を 行 う 。  

 

ⅱ ． 復 旧 優 先 路 線 の 設 定  

・復 旧 に 当 た っ て は 、水 道 シ ス テ ム と し て の 幹 線 管 路 を 最 優 先 路 線

と し て 設 定 す る 。加 え て 、救 急 病 院 、広 域 避 難 場 所 、被 災 者 収 容

施 設 、福 祉 施 設 等 へ の 給 水 を 可 能 な 限 り 早 期 に 管 路 に よ る 給 水 に

移 行 す る た め 、 こ れ ら 施 設 に 通 じ る 管 路 も 優 先 路 線 と す る 。  

・基 幹 施 設 の 概 略 図 や 管 路 全 体 図 な ど に お い て 、復 旧 優 先 路 線 を 明

示 す る こ と が 有 効 で あ る 。  
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ⅲ ． 応 急 復 旧 の 手 順  

・応 急 復 旧 の 手 順 は 、原 則 と し て 水 源 か ら 給 水 に 至 る ま で 、水 の 流

れ に 従 っ て 、 被 災 箇 所 を 調 査 し 復 旧 す る も の と す る 。  

・被 害 想 定 の 規 模 等 に 応 じ 、給 水 区 域 の 形 成 、操 作 す る バ ル ブ 等 の

復 旧 作 業 手 順 を 定 め て お く こ と が 有 効 で あ る 。  

・管 路 の 被 害 が 大 き く 、広 範 囲 で 断 水 し て い る 地 域 に お い て は 、復

旧 優 先 路 線 を 修 理 復 旧 し 、次 に 救 急 病 院 、広 域 避 難 場 所 等 に 通 じ

る 管 路 を 復 旧 す る も の と す る 。  

・復 旧 優 先 路 線 を 修 理 復 旧 し た 地 域 に お い て は 、一 定 の 区 域 ご と の

管 路 の 修 理 復 旧 を 行 い 、給 水 区 域 を 面 的 に 拡 大 す る 等 の 計 画 を 立

て 、 復 旧 順 序 を 明 確 に す る 。  

・供 給 す る 水 が 、病 原 生 物 に 著 し く 汚 染 さ れ る お そ れ が あ る 場 合 等

（ 給 水 区 域 全 域 に わ た る よ う な 広 範 囲 の 断 水 を 含 む ）に お い て 通

水 を 開 始 す る 場 合 は 、必 要 に 応 じ て 塩 素 剤 を 追 加 し 、給 水 栓 に お

け る 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 を 0.2mg/L 以 上 と す る こ と が 、 水 道 法 第

22 条（ 衛 生 上 の 措 置 ）に 基 づ く 同 法 施 行 規 則 第 17 条 に 規 定 さ れ

て い る 。  

 

ⅳ ． 用 地 、 資 機 材 等 の 確 保  

ア ） 資 機 材 ・ 残 土 置 き 場 等 用 地 の 確 保  

・交 通 の 利 便 が 良 く 、駐 車 ス ペ ー ス が 確 保 で き る な ど の 条 件 か ら 、

候 補 地 を 選 定 し 、発 災 時 に 速 や か に 利 用 で き る よ う 、事 前 に 土

地 所 有 者 等 と の 交 渉 を 行 っ て お く 必 要 が あ る 。  

・被 災 の 状 況 に よ っ て は 、応 急 復 旧 作 業 が 複 数 箇 所 で 行 わ れ る こ

と か ら 、こ れ に 対 応 す る た め 、分 散 し た 複 数 の 用 地 を 確 保 す る

必 要 が あ る 。  

イ ） 人 員 、 資 機 材 等 の 確 保  

応 急 復 旧 は 、被 害 状 況 や 復 旧 状 況 等 に よ っ て 、水 道 事 業 体 の み

で の 対 応 に 限 り が あ る こ と か ら 、水 道 事 業 体 以 外 か ら の 人 員 、資

機 材 、技 術 力 等 の 応 援 や 協 力 が 不 可 欠 で あ る 。こ の た め 、各 水 道
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事 業 体 は こ れ ら に 係 る 民 間 団 体 等 と 、発 災 時 の 応 援 活 動 に つ い て 、

協 定 の 締 結 や 承 諾 書 等 を 取 り 交 わ し て お く 必 要 が あ る 。  

協 力 要 請 の 主 な 項 目 と 民 間 団 体 等 は 、下 記 の も の が 考 え ら れ る 。 

・ 水 道 施 設 の 応 急 復 旧 作 業 （ 全 管 連 、 建 設 業 協 会 等 ）  

・ 建 設 重 機 械 の 提 供 （ 建 設 重 機 協 同 組 合 、 リ ー ス 会 社 等 ）  

・応 急 復 旧 用 資 材 の 調 達（ 水 団 連 、ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 、日 本 水

道 鋼 管 協 会 、 建 設 資 材 会 社 等 ）  

・ 漏 水 調 査 作 業 （ 全 国 漏 水 調 査 協 会 等 ）  

・ 資 機 材 等 の 輸 送 （ ト ラ ッ ク 協 会 、 旅 客 船 協 会 等 ）  

・ 広 報 活 動 の 支 援 （ 日 本 放 送 協 会 、 民 間 放 送 機 関 等 ）  

・ 燃 料 の 確 保 （ 石 油 商 業 組 合 等 ）  

 

ⅴ ． 応 急 復 旧 作 業 記 録 の 整 備  

・応 急 復 旧 作 業 の 記 録 は 、恒 久 復 旧 、管 理 図 面 の 整 理 、災 害 査 定 、

費 用 負 担 等 の 基 礎 資 料 と な る の で 、 定 め ら れ た 様 式 に 基 づ き 、

復 旧 の 進 捗 に 合 わ せ て 確 実 に 書 類 等 の 整 理 を す る 必 要 が あ る

（ P.124 資 料 － 13、 P.130 資 料 － 15 参 照 ） 。  

 

８ ） 応 援 隊 の 受 け 入 れ 体 制  

応 援 水 道 事 業 体 を 受 け 入 れ る た め に は 、あ ら か じ め 応 援 水 道 事 業 体

が 使 用 す る 宿 舎 ・ 給 食 ・ 駐 車 場 等 の 確 保 に つ い て で き る 限 り 調 査 検

討 す る 。 な お 、 各 水 道 事 業 体 自 ら で 対 応 で き な い 場 合 は 、 一 般 行 政

部 局 と 調 整 し た う え で 、 民 間 団 体 等 と 協 定 や 承 諾 書 等 を 取 り 交 わ し

て お く 必 要 が あ る 。  

（ １ ） 各 水 道 事 業 体 に よ る 確 保  

ⅰ ． 宿 舎 の 確 保  

畳 等 の 設 置 に よ り 一 定 の 環 境 を 確 保 す る 条 件 に お い て 、庁 舎 の 会

議 室 や ホ ー ル と い っ た 執 務 室 以 外 の ス ペ ー ス を 宿 舎 と し て 利 用 で

き な い か 検 討 す る 。  
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ⅱ ． 駐 車 場 の 確 保  

・浄 水 場 、配 水 池 、給 水 所 等 の 空 き ス ペ ー ス で 、応 急 作 業 に 支 障

と な ら な い こ と 、夜 間 の 出 入 り で 付 近 住 民 に 迷 惑 を か け な い こ

と 等 を 考 慮 し て 、 複 数 の 確 保 を 検 討 す る 。  

・河 川 敷 や 海 岸 を 緊 急 時 の 駐 車 場 と し て 使 用 す る こ と の 可 否 に つ

い て 、 関 係 機 関 と 協 議 す る 。  

 

（ ２ ） 一 般 行 政 部 局 と の 調 整  

   都 道 府 県 の 地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 市 町 村 の 防 災 計 画 を 策 定 ・ 改

定 す る 際 に は 、 宿 舎 ・ 駐 車 場 等 の 確 保 に つ い て 、 一 般 行 政 部 局 と

の 協 議 調 整 を 積 極 的 に 行 う 必 要 が あ る 。  

 

（ ３ ） 民 間 企 業 等 と の 協 定 や 承 諾 書 等  

宿 舎 ・ 駐 車 場 等 の 確 保 に つ い て 、 協 定 や 承 諾 書 等 を 取 り 交 わ す

民 間 企 業 等 は 、 下 記 の も の 等 が 考 え ら れ る 。  

・宿 舎 の 確 保（ 全 国 旅 館 連 合 会 、ホ テ ル 旅 館 組 合 、民 宿 組 合 等 ） 

・給 食 の 確 保（ 食 糧 協 同 組 合 連 合 会 ､食 品 協 同 組 合 ､食 品 会 社 等 ） 

・ 駐 車 場 の 確 保 （ 鉄 道 用 地 、 民 間 娯 楽 施 設 、 個 人 等 ）  
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２ ． 応 援 水 道 事 業 体 に お け る 出 動 準 備 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ） 応 援 活 動 を 行 う 場 合 の 一 般 的 注 意 事 項  

（ １ ） 応 援 に 当 た っ て の 留 意 事 項  

ⅰ ． 派 遣 職 員  

・職 員 の 派 遣 に 当 た っ て は 、事 前 に 健 康 状 態 の 確 認 を 行 う 。派 遣 さ

れ る 職 員 は 、現 地 で は 労 務 災 害 や 自 動 車 事 故 に 十 分 注 意 す る と と

も に 、 健 康 管 理 に も 留 意 す る 。  

・派 遣 期 間 は 概 ね １ 週 間 程 度 を 基 準 と し 、交 代 時 期 に つ い て は 、応

援 活 動 に 支 障 が 出 な い よ う 、ま た 、継 続 性 が 保 た れ る よ う 配 慮 す

る 。  

・  広 域 災 害 の 場 合 等 は 、正 確 な 情 報 の 入 手 や 伝 達 が 極 め て 困 難 と な

り 、被 害 の 全 体 像 が 把 握 で き ず 、派 遣 計 画 に 随 時 変 更 が 生 じ る 可

能 性 が あ る こ と を 想 定 す る 。  

・ 応 援 隊 の 責 任 者 は 、 所 属 す る 水 道 事 業 体 に 現 地 の 状 況 を 随 時 報

各 水 道 事 業 体 は 、 被 災 水 道 事 業 体 又 は 地 方 支 部 長 及 び 都 府 県 支 部

長 等 か ら の 応 援 要 請 を 受 け た 場 合 、 応 援 水 道 事 業 体 と し て 迅 速 に 対

応 し な け れ ば な ら な い 。 こ の た め 、 平 常 時 か ら 応 援 可 能 な 体 制 に つ

い て 検 討 し 、 い つ 要 請 が あ っ て も 直 ち に 受 諾 で き 、 ま た 派 遣 で き る

体 制 を 定 め て お く 必 要 が あ る 。  

 な お 、 地 方 支 部 長 及 び 都 府 県 支 部 長 等 は 、 応 援 体 制 を 検 討 す る に

当 た り 必 要 と な る 、 各 水 道 事 業 体 の 応 援 可 能 な 体 制 を あ ら か じ め 把

握 し て お く 。  

 

【 こ の 節 の 内 容 】  

１ ） 応 援 活 動 を 行 う 場 合 の 一 般 的 注 意 事 項  

２ ） 応 援 隊 の 編 成  

３ ） 資 機 材 等 の 準 備  

４ ） 応 援 初 動 時 の 応 援 隊 の 宿 舎 ・ 給 食 ・ 駐 車 場 等 の 確 保  

５ ） 応 援 に 向 か う 緊 急 通 行 車 両 の 申 請  
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告 す る 。  

・ 水 道 事 業 体 職 員 に よ る 派 遣 人 員 の 確 保 が 難 し い 場 合 は 、 業 務 委

託 先 の 民 間 企 業 等 か ら の 要 員 派 遣 に つ い て 、事 前 調 整 に 努 め る 。 

ⅱ ． 持 込 み 車 両  

・ 持 込 み 車 両 は 出 発 前 に 緊 急 通 行 車 両 の 許 可 を 得 て お く 。  

ⅲ ． 現 地 で の 応 援 活 動  

・現 地 で は 水 道 給 水 対 策 本 部 の 指 揮 下 に 入 り 、幹 事 応 援 水 道 事 業 体

と 密 接 な 連 携 を と り な が ら 応 援 活 動 を 行 う 。  

・応 援 隊 の 責 任 者 は 、幹 事 応 援 水 道 事 業 体 を 経 由 し て 、水 道 給 水 対

策 本 部 に 着 任 及 び 帰 任 の 報 告 を 行 う 。着 任 の 際 に は 、都 市 名 、責

任 者 等 を 記 載 し た 応 急 給 水 応 援 体 制 報 告 書 （ P.104 資 料 － ６ 参

照 ）、応 急 復 旧 応 援 体 制 報 告 書（ P.116 資 料 － 11 参 照 ）を 提 出 す

る 。  

・応 援 水 道 事 業 体 は 、被 災 水 道 事 業 体 の 負 担 軽 減 を 図 る た め 、応 援

活 動 の 引 継 ぎ を 円 滑 か つ 迅 速 に 行 う な ど で き る 限 り 自 己 完 結 型

の 応 援 活 動 を 展 開 す る 。  

・現 地 で の 活 動 に 当 た っ て は 、応 援 内 容 を 正 確 に 把 握 し 、基 本 を 逸

脱 し な い よ う に す る と と も に 、状 況 に 応 じ て 弾 力 的 な 対 応 も 考 慮

す る 必 要 が あ る 。  

・作 業 後 に は 、幹 事 応 援 水 道 事 業 体 を 経 由 し て 、作 業 報 告 書 を 水 道

給 水 対 策 本 部 に 提 出 し 、活 動 状 況 、現 地 の 状 況 及 び 改 善 す べ き 点

等 に つ い て 報 告 す る 。  

 

（ ２ ） 責 任 者 の 役 割 と 留 意 事 項  

各 応 援 水 道 事 業 体 は 、 応 援 隊 の 責 任 者 を 定 め 応 援 活 動 を 行 う 。 応

急 給 水 と 応 急 復 旧 の 両 方 を 応 援 す る 場 合 は 、 別 々 に 責 任 者 を 定 め る

こ と を 基 本 と す る 。  

な お 、 災 害 の 規 模 に 応 じ て 、 担 当 区 域 を ブ ロ ッ ク に 分 割 す る 場 合

や 、 給 水 区 域 単 位 で 活 動 す る 場 合 が あ る が 、 そ の 場 合 は 、 担 当 区 域

ご と に 責 任 者 を 定 め 、 幹 事 応 援 水 道 事 業 体 と 情 報 交 換 を 密 に 行 い 、
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効 率 的 な 応 援 活 動 に 努 め る 。  

応 援 隊 の 責 任 者 は 次 の 点 に 留 意 す る 。  

 

ⅰ ． 応 急 給 水  

・ 応 急 給 水 状 況 や 避 難 者 の 要 望 等 の 情 報 収 集 に 努 め 、幹 事 応 援 水

道 事 業 体 を 経 由 し て 水 道 給 水 対 策 本 部 に 情 報 を 伝 達 す る 。  

・人 員 、応 急 給 水 用 資 機 材 の 状 況 を 把 握 し 、幹 事 応 援 水 道 事 業 体

を 経 由 し て 水 道 給 水 対 策 本 部 に 意 見 具 申 を 行 う 。  

・作 業 従 事 者 の 健 康 状 態 に 十 分 留 意 す る と と も に 、作 業 に 支 障 が

生 じ る と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 欠 員 を 補 充 す る 。  

 

ⅱ ． 応 急 復 旧  

・応 急 復 旧 状 況 な ど の 応 援 活 動 の 情 報 を 収 集 し 、幹 事 応 援 水 道 事

業 体 を 経 由 し て 水 道 給 水 対 策 本 部 に 情 報 を 伝 達 す る 。  

・応 急 復 旧 状 況 な ど の 応 援 活 動 の 情 報 を 基 に 作 業 員 に 指 示 を 行 う 。 

・人 員 、応 急 復 旧 用 資 機 材 の 状 況 を 把 握 し 、幹 事 応 援 水 道 事 業 体

を 経 由 し て 水 道 給 水 対 策 本 部 に 意 見 具 申 を 行 う 。  

・作 業 従 事 者 の 健 康 状 態 に 十 分 留 意 す る と と も に 、作 業 に 支 障 が

生 じ る と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 欠 員 を 補 充 す る 。  

 

２ ） 応 援 隊 の 編 成  

 水 道 事 業 体 が 応 援 隊 を 派 遣 す る 場 合 の 基 本 編 成 は 次 の と お り で あ る 。 

（ １ ） 応 急 給 水 隊  

編 成  

応 急 給 水 隊 の 基 本 単 位 を 応 急 給 水 班 と し 、 １ 班 （ 給 水 車 １ 台 ） 当

た り ２ 名 体 制 を 標 準 と す る 。  
給 水 要 員 （ 職 員 ） ２ 名  
・ ト ラ ッ ク 等 に よ る 運 搬 給 水 の 場 合 、 必 要 に 応 じ 運 転 手 １ 名 を 増

員 す る 。  
・ ３ 班 以 上 の 応 急 給 水 班 に よ る 応 急 給 水 隊 を 派 遣 す る 場 合 は 、 幹

事 水 道 事 業 体 と 連 絡 調 整 し 指 揮 監 督 す る た め の 総 括 責 任 者 を 含

め 派 遣 す る 必 要 が あ る 。  
派 遣  
期 間  

応 援 活 動 の 継 続 性 、 隊 員 の 健 康 等 を 考 慮 し 、 １ 週 間 程 度 と す る 。  
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（ ２ ） 応 急 復 旧 隊  

編 成  

応 急 復 旧 隊 の 基 本 単 位 を 応 急 復 旧 班 と し 、 総 括 班 、 通 水 及 び 漏 水

調 査 班 と 修 理 班 で 構 成 す る こ と を 標 準 と し 、 総 括 責 任 者 を 含 め て 派

遣 す る 。  
【 総 括 班 】  

総 括 責 任 者 （ 職 員 ）    １ 名  
連  絡  員 （ 職 員 ）    １ 名  
記  録  者 （ 職 員 ）    １ 名  
・ 総 括 責 任 者 は 、 幹 事 水 道 事 業 体 と 連 絡 調 整 し 、 各 班 を 指 揮 監 督

す る 。  
・ 連 絡 員 は 通 水 及 び 漏 水 調 査 班 、 修 理 班 と の 連 絡 等 を 行 う 。  
・ 記 録 者 は 、 作 業 内 容 等 の 応 援 活 動 を 記 録 す る と と も に 、 連 絡 員

を 補 助 す る 。  
【 通 水 及 び 漏 水 調 査 班 】 １ 班 当 た り  

通 水 及 び 漏 水 調 査 班 の １ 班 当 た り の 体 制 は 、 次 を 標 準 と す る が 、

被 害 状 況 や 応 援 の 規 模 等 に よ り 増 員 す る 。  
責  任  者 （ 職 員 ）    １ 名  
作  業  員 （ 職 員 ）    ３ 名  
・ 各 水 道 事 業 体 の 現 状 を 踏 ま え 、 こ れ ら の 業 務 を 漏 水 調 査 会 社 等

へ 委 託 す る こ と に つ い て は 、 あ ら か じ め 検 討 し 、 協 力 要 請 を 行

っ て お く こ と 。  
【 修 理 班 】 １ 班 当 た り  

修 理 班 は 、 配 水 管 と 給 水 管 の 両 方 を 修 理 で き る 班 編 成 と す る こ と

を 標 準 と す る 。 ま た 、 被 害 状 況 や 応 援 の 規 模 等 に よ り 増 員 す る 。  
作  業  員 （ 施 工 業 者 ）  ６ 名  
・ 作 業 員 は 一 般 的 に は 世 話 役 、 配 管 工 、 運 転 手 等 で 構 成 す る 。  

派 遣  
期 間  

応 援 活 動 の 継 続 性 、 隊 員 の 健 康 等 を 考 慮 し 、 １ 週 間 程 度 と す る 。  

 

３ ） 資 機 材 等 の 準 備  

（ １ ） 応 援 隊 の 標 準 装 備  

応 援 隊 は 、滞 在 期 間 が 長 期 に 渡 る 場 合 が あ る こ と か ら 、派 遣 時 の

衣 類 、生 活 面 で の 必 需 品 、食 料 、医 薬 品 等 を 標 準 装 備 と し て 、持 参

で き る 準 備 を し て お く 必 要 が あ る （ P.135 資 料 － 18 参 照 ） 。  

な お 、資 料 作 成 、デ ー タ 整 理 等 に 有 効 な パ ソ コ ン や 電 子 記 録 媒 体

な ど を 標 準 装 備 と す る と と も に 、使 用 す る 車 両 は 、土 地 勘 の な い 地

域 で 有 効 な カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム を 搭 載 す る 必 要 が あ る 。ま

た 、積 雪 寒 冷 地 で は 、ス タ ッ ド レ ス タ イ ヤ 等 の 装 備 が 必 要 と な る 場
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合 も あ る 。  

 

（ ２ ） 持 参 す る 資 機 材 、 工 具  

ⅰ ． 応 急 給 水  

水 道 事 業 体 は 、応 急 給 水 の 応 援 に 当 た っ て は 、「 応 急 給 水 資 機 材

一 覧 」を 参 考 に 、持 参 す る 資 機 材 を 準 備 し て お く 必 要 が あ る（ P.31

表 Ⅱ － １ 参 照 ） 。  

ⅱ ． 応 急 復 旧  

水 道 事 業 体 は 、応 急 復 旧 の 応 援 に 当 た っ て は 、「 応 急 復 旧 資 機 材

一 覧 」を 参 考 に 、持 参 す る 資 機 材 を 準 備 し て お く 必 要 が あ る 。（ P.32

表 Ⅱ － ２ 参 照 ）  

 

４ ） 応 援 初 動 時 の 応 援 隊 の 宿 舎 ・ 給 食 ・ 駐 車 場 等 の 確 保  

被 害 が 甚 大 な 場 合 や 小 規 模 な 水 道 事 業 体 が 被 災 し た 場 合 は 、 現 場 対

応 に 追 わ れ 、 応 援 水 道 事 業 体 の 受 入 れ 態 勢 が 十 分 に 整 わ な い こ と が 予

想 さ れ る 。 こ の た め 、 以 下 の 対 応 を と れ る 準 備 を し て お く こ と が 有 効

で あ る 。  

・ 土 地 勘 の な い 地 域 で 、 宿 舎 、 駐 車 場 用 地 の 確 保 及 び 、 食 料 調 達 等

を 行 う こ と か ら 、 現 地 情 報 収 集 （ 道 路 網 や コ ン ビ ニ 、 給 油 所 な ど ）

を 行 い な が ら 、 被 災 地 入 り す る 。  

・ 宿 泊 施 設 は 、 現 場 ま で の 移 動 時 間 を 考 慮 し 被 災 地 の 近 隣 と す る 。

ま た 、宿 泊 施 設 か ら 近 い 場 所 に 作 業 用 車 両 の 駐 車 ス ペ ー ス を 確 保 す

る 。  

・ 旅 行 会 社 等 を 活 用 し 、 宿 舎 （ ホ テ ル 、 旅 館 ） を 確 保 す る 。  

・ 宿 泊 用 テ ン ト を 確 保 す る 。  

 

５ ） 応 援 に 向 か う 緊 急 通 行 車 両 の 申 請  

災 害 が 発 生 し た 時 は 、災 害 対 策 基 本 法 の 規 定 に 基 づ き 、指 定 を 受 け

た 緊 急 通 行 車 両 以 外 の 通 行 が 規 制 又 は 制 限 さ れ る 。 こ の た め 、 緊 急

通 行 車 両 の 確 認 申 請 を 行 い 、 標 章 ・ 緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 の 交 付
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を 受 け る 必 要 が あ る 。  

・緊 急 通 行 車 両 等 の 事 前 届 出 制 度 は 、災 害 対 策 活 動 に 使 用 さ れ る 車 両

を 事 前 に 届 出 す る 制 度 で 、緊 急 通 行 車 両 確 認 事 務 の 省 力 化 、効 率 化

が 図 ら れ 、緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 及 び 標 章 の 交 付 時 間 が 短 縮 さ れ

る 。こ の た め 、応 援 に 向 か う 緊 急 通 行 車 両 の 申 請 等 に つ い て 、「 応

援 に 向 か う 緊 急 通 行 車 両 の 申 請 に 関 す る フ ロ ー 」を 参 考 に 準 備 を し

て お く も の と す る （ P.57 図 Ⅱ － ２ 参 照 ） 。  

・ 応 援 水 道 事 業 体 と 合 同 で 応 急 活 動 に 従 事 す る 民 間 車 両 に つ い て も 、

全 管 連 等 と の 災 害 時 に お け る 水 道 の 応 急 給 水 応 急 復 旧 に 関 す る 協

定 書 等 に 基 づ き 車 両 が 特 定 で き る 場 合 は 、事 前 に 、緊 急 通 行 車 両 の

申 請 を 行 う も の と す る 。  
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【補足説明】 
＊１：災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両 の事前届出のほか、大規模地震対策特別措

置法（この場 合は緊急 輸 送 車両となる）、武 力 攻撃 事 態等 における国 民 の保 護 のための措 置
に関する法律（国民保護法）等に基づき、緊急通行車両の事前届出の制度がある 

 
＊２：証明書、標章の交付は、地元の公安委員会、地元の知事、派遣先公安委員会等が行うことが

できる。 
 
【参考】 
・災害対策基本法第 76 条、同法施行令第 32 条の２第２号、同令第 33 条、同法施行規則第６条 
・大規模地震対策特別措置法第９条、同法 24 条、同法施行令第 12 条 
・国民保護法第 155 条、同法施行令第 39 条 
・その他、関連するものとして、原子力災害対策特別措置法がある。 

Ｙ Ｅ Ｓ  

↓他水道事業体で地震災害の発生 

↓応 援 派 遣 の 決 定 

↓被 災 地 での公 安 委 員 会 等 による通 行

禁止・制限の実施 

派 遣 す る 緊 急 通 行 車 両 の 事 前 届 出

を 行 っ て い る か ？  

災 害 対 策 基 本 法 等 ＊ １の規 定 に基 づく緊
急通行車両の事前届 出 を 行 う 場 合  

↓事前届出の申請（水道事業体） 

↓審査（地元の公安委員会） 

↓事前届出済証交付（同公安委員会） 

↓事前届出済証の管理（水道事業体） 

災 害対 策 基 本 法 等 ＊１の規 定に基づく緊 急
通行車両の事前届出を行っていない場合 

緊急通行車両の確認 

↓事前届出済証の提示（水道事業体） 

↓緊急通行車両確認証明書交付＊２ 

↓ 標 章 の 交 付 ＊ ２  

緊  急  通  行  

緊急通行車両の確認 

↓緊急通行車両等届出書の申請（水 道 事 業 体 ） 

↓審査 ＊２ 

↓緊急通行車両確認証明書の交付＊２ 

↓標章の交付＊２ 

標章の掲示・証明書の携帯 

（水道事業体） 

Ｎ Ｏ  

図Ⅱ－２ 応援に向かう緊急通行車両の申請に関するフロー【参考】 
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３．教育・訓練の実施 

 
１ ） 水道事業体の教育・訓練 

（ １ ） 職 員 に 対 す る 教 育  

・ 地 震 等 災 害 に 関 す る 基 礎 知 識  

・ 地 震 等 災 害 の 発 生 に 関 す る 基 礎 知 識  

・ 本 手 引 き の 意 義 と 内 容  

・ 応 急 活 動 マ ニ ュ ア ル の 意 義 と 内 容  

・ 水 道 事 業 体 が 締 結 し て い る 災 害 時 相 互 応 援 に 関 す る 協 定

の 意 義 と 内 容  

・ 資 機 材 及 び 配 管 図 面 等 の 図 書 類 な ど の 整 備 保 管  

・ 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ の あ る 場 合 に 具 体 的

に と る べ き 行 動  

各水道事業体は、地震等緊急時における応急活動が的確に実施できる

よう、平常時から研修会等を開催し、職員に対する防災上の教育等に努

めるとともに、あらかじめ定められた配備体制の下、担当する職務に関

する教育・訓練を定期的に実施する。  

 また、一般行政部局の災害対策本部が設置された場合は、同本部と連

携を保ちながら応急対策を実施する必要があることから、情報伝達等の

訓練も定期的に実施する。  

なお、訓練実施後には、応急活動マニュアルの見直しを行い、必要に

応じて改定し緊急時対応の強化を図る。  

併せて、広域災害時における日本水道協会の枠組みに基づいた応援活

動に迅速に対応できるよう、本手引きの内容についても定期的に職員に

周知する機会を設ける。  

 

【この節の内容】 

１）水道事業体の教育・訓練 

２）一般行政部局との訓練 

３）他都市との広域訓練 
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・ 職 員 が 果 た す べ き 役 割 （ 職 員 の 活 動 体 制 と 役 割 分 担 ）  

・ 防 災 連 絡 会 議 等 へ の 参 加  

・ 災 害 対 策 の 課 題 そ の 他 必 要 事 項  

 

（ ２ ） 訓 練 の 内 容  

・ 非 常 参 集 の 発 令 、 情 報 収 集 及 び 職 員 の 動 員 等 の 訓 練  

・ 災 害 発 生 時 に お け る 活 動 を 有 効 的 か つ 合 理 的 に 実 施 す る

た め の 、 被 害 想 定 に 基 づ く 図 上 訓 練  

・ 応 急 活 動 マ ニ ュ ア ル に 基 づ く 応 急 給 水 ・ 応 急 復 旧 に 関 す

る 訓 練  

・ 災 害 が 発 生 又 は 発 生 す る お そ れ の あ る 場 合 の 災 害 広 報 の

訓 練  

・ 民 間 協 力 機 関 と の 連 携 に よ る 応 急 復 旧 、 住 民 や ボ ラ ン テ

ィ ア 団 体 に 対 す る 給 水 車 に よ る 運 搬 給 水 、 ポ リ タ ン ク 等

の 簡 易 容 器 に よ る 運 搬 及 び 応 急 給 水 資 機 材 な ど の 取 扱 い

訓 練 等  

 

２ ） 一 般 行 政 部 局 と の 訓 練  

 大 規 模 な 地 震 等 が 発 生 し た 場 合 に は 、一 般 行 政 部 局 の 災 害 対 策

本 部 が 設 置 さ れ 、同 本 部 と 連 携 を 図 り な が ら 応 急 活 動 を 迅 速 か つ

的 確 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

そ の た め 、同 本 部 と 各 種 情 報 の 伝 達 訓 練 や 住 民 ・ ボ ラ ン テ ィ ア

団 体 等 参 加 型 の 応 急 給 水 訓 練 等 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と が 重 要

で あ る 。  

・ 水 道 給 水 対 策 本 部 の 設 置 報 告  

・ 職 員 の 動 員 、 配 備 体 制  

・ 水 道 施 設 の 被 害 状 況  

・ 断 減 水 地 域 状 況  

・ 自 衛 隊 等 へ の 応 援 要 請 に 関 す る 事 項  

・ 応 急 給 水 、 応 急 復 旧 活 動  
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３ ） 他 都 市 と の 広 域 訓 練  

 各 水 道 事 業 体 は 、都 府 県 支 部 等 に お け る 相 互 応 援 に 関 す る 協 定

等 に 基 づ き 、大 規 模 な 地 震 等 緊 急 時 に お け る 応 急 活 動 が 的 確 に 実

施 で き る よ う 、各 都 市 相 互 間 で 行 う 応 急 活 動 の 広 域 訓 練 を 実 施 す

る 。  

・ 応 援 要 請 等 情 報 伝 達 訓 練  

・ 応 援 派 遣 及 び 受 入 訓 練  

・ 水 道 給 水 対 策 本 部 運 営 訓 練  

・ 資 機 材 運 搬 ・ 配 管 図 面 取 扱 訓 練  

・ 現 地 訓 練 （ 応 急 給 水 活 動 訓 練 及 び 工 事 事 業 者 等 と の 共 同  

訓 練 を 含 む 応 急 復 旧 活 動 訓 練 ）  

・ 民 間 協 力 機 関 や 住 民 、 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 参 加 型 の 訓 練  

 

地方支部での防災訓練 


